
 

 

 

○
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
七
号 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
二
条
の
八
第
三
項
第
二
号
、
第
十
七
条
（
同
法
第
二
十

条
の
七
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
九
条
の
二
（
同
法
第
二
十
条
の

九
第
二
項
及
び
第
二
十
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
九
条
第
二
項
、
第
三
十
七
条
及
び
第
四

十
九
条
の
四
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
三
十
五
号
）
附
則
第
八
条
の
規
定

に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素

中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
並
び
に
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
四
十
九
号
）
第
八
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

 
 

 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 



 

 

 

第
一
条 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 



 

  

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
葬
祭
料
の
額
） 

（
葬
祭
料
の
額
） 

第
十
七
条 

葬
祭
料
の
額
は
、
三
十
三
万
円
に
給
付
基
礎
日
額
（
法
第
八
条
第

一
項
の
算
定
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
の
八
月
以
後
に
当
該

葬
祭
料
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
葬
祭
料
を

法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
遺
族
補
償
一
時
金
と
み
な
し
て
法
第
八

条
の
四
の
規
定
を
適
用
し
た
と
き
に
得
ら
れ
る
給
付
基
礎
日
額
に
相
当
す
る

額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
三
十
日
分
を
加
え
た
額
（
そ
の
額

が
給
付
基
礎
日
額
の
六
十
日
分
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
給
付
基
礎
日
額
の

六
十
日
分
）
と
す
る
。 

第
十
七
条 

葬
祭
料
の
額
は
、
三
十
一
万
五
千
円
に
給
付
基
礎
日
額
（
法
第
八

条
第
一
項
の
算
定
事
由
発
生
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
々
年
度
の
八
月
以
後
に

当
該
葬
祭
料
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
葬
祭

料
を
法
第
十
六
条
の
六
第
一
項
第
一
号
の
遺
族
補
償
一
時
金
と
み
な
し
て
法

第
八
条
の
四
の
規
定
を
適
用
し
た
と
き
に
得
ら
れ
る
給
付
基
礎
日
額
に
相
当

す
る
額
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
三
十
日
分
を
加
え
た
額
（
そ

の
額
が
給
付
基
礎
日
額
の
六
十
日
分
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
給
付
基
礎
日

額
の
六
十
日
分
）
と
す
る
。 

 

（
介
護
補
償
給
付
の
額
） 

 

（
介
護
補
償
給
付
の
額
） 

第
十
八
条
の
三
の
四 

介
護
補
償
給
付
の
額
は
、
労
働
者
が
受
け
る
権
利
を
有

す
る
障
害
補
償
年
金
又
は
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
事
由
と
な
る
障
害
（
次
項

に
お
い
て
「
特
定
障
害
」
と
い
う
。
）
の
程
度
が
別
表
第
三
常
時
介
護
を
要

す
る
状
態
の
項
障
害
の
程
度
の
欄
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分

に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日

が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の

額
が
九
万
七
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き
又
は
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に

要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て
、
親

族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
。 

九

万
七
百
九
十
円
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す

る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
九
万
七
百
九
十
円
に
満
た
な
い
場
合
に

あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
と
す
る
。

） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
特
定
障
害
の
程
度
が
別
表
第
三
随
時
介
護
を
要
す
る
状

第
十
八
条
の
三
の
四 

介
護
補
償
給
付
の
額
は
、
労
働
者
が
受
け
る
権
利
を
有

す
る
障
害
補
償
年
金
又
は
傷
病
補
償
年
金
の
支
給
事
由
と
な
る
障
害
（
次
項

に
お
い
て
「
特
定
障
害
」
と
い
う
。
）
の
程
度
が
別
表
第
三
常
時
介
護
を
要

す
る
状
態
の
項
障
害
の
程
度
の
欄
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
介
護
に
要
す
る
費
用
の
支
出
に
関
す
る
区
分

に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日

が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の

額
が
八
万
五
千
四
百
九
十
円
に
満
た
な
い
と
き
又
は
そ
の
月
に
お
い
て
介

護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て

、
親
族
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
。

 
八
万
五
千
四
百
九
十
円
（
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
月
に
お
い
て
介

護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
八
万
五
千
四
百
九
十
円
に
満

た
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ

た
額
と
す
る
。
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
特
定
障
害
の
程
度
が
別
表
第
三
随
時
介
護
を
要
す
る
状



 

  

態
の
項
障
害
の
程
度
の
欄
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
介

護
補
償
給
付
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「

十
八
万
六
千
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
万
二
千
九
百
八
十
円
」
と
、
「
九

万
七
百
九
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
五
千
四
百
円
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。 

態
の
項
障
害
の
程
度
の
欄
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
介

護
補
償
給
付
の
額
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「

十
八
万
六
千
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
九
万
二
千
九
百
八
十
円
」
と
、
「
八

万
五
千
四
百
九
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
四
万
二
千
七
百
円
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

  

（
労
災
就
学
援
護
費
） 

  

（
労
災
就
学
援
護
費
） 

第
三
十
三
条 
（
略
） 

２ 

労
災
就
学
援
護
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部

、
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く

は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
に
在
学
す
る
者
又
は
公
共

職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
る
者
を

対
象
と
す
る
普
通
職
業
訓
練
若
し
く
は
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
三
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
専
修
訓
練
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
若
し

く
は
前
項
第
一
号
の
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
準
ず
る
施
設
に
お
い
て

中
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も

の
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
る
者
を
対
象
と
す
る
教
育
訓
練
等
を
受

け
る
者 

対
象
者
一
人
に
つ
き
月
額
二
万
一
千
円
（
た
だ
し
、
通
信
に
よ

る
教
育
を
行
う
課
程
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月
額
一

万
八
千
円
） 

四 

大
学
、
高
等
専
門
学
校
の
第
四
学
年
、
第
五
学
年
若
し
く
は
専
攻
科
若

し
く
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
若
し
く
は
専
攻
科
に
在
学
す
る
者
又
は
公

共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
（
前
号
に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
、
高
度
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
若
し
く
は
前
項
第

一
号
の
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
準
ず
る
施
設
に
お
い
て
教
育
訓
練
等

を
受
け
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

対
象
者
一
人
に
つ
き
月

第
三
十
三
条 

（
略
） 

２ 

労
災
就
学
援
護
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当

該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

三 

高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
特
別
支
援
学
校
の
高
等
部

、
高
等
専
門
学
校
（
第
一
学
年
か
ら
第
三
学
年
ま
で
に
限
る
。
）
若
し
く

は
専
修
学
校
の
高
等
課
程
若
し
く
は
一
般
課
程
に
在
学
す
る
者
又
は
公
共

職
業
能
力
開
発
施
設
に
お
い
て
中
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
る
者
を

対
象
と
す
る
普
通
職
業
訓
練
若
し
く
は
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
三
年
労
働
省
令
第
三
十
七
号
）
附
則
第
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
専
修
訓
練
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
若
し

く
は
前
項
第
一
号
の
公
共
職
業
能
力
開
発
施
設
に
準
ず
る
施
設
に
お
い
て

中
学
校
を
卒
業
し
た
者
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
も

の
と
都
道
府
県
労
働
局
長
が
認
め
る
者
を
対
象
と
す
る
教
育
訓
練
等
を
受

け
る
者 

対
象
者
一
人
に
つ
き
月
額
二
万
円
（
た
だ
し
、
通
信
に
よ
る
教

育
を
行
う
課
程
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月
額
一
万
七

千
円
） 

四 

大
学
、
高
等
専
門
学
校
の
第
四
学
年
、
第
五
学
年
若
し
く
は
専
攻
科
若

し
く
は
専
修
学
校
の
専
門
課
程
に
在
学
す
る
者
又
は
公
共
職
業
能
力
開
発

施
設
に
お
い
て
普
通
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
（
前
号
に
掲
げ
る
者
を
除
く

。
）
、
高
度
職
業
訓
練
を
受
け
る
者
若
し
く
は
前
項
第
一
号
の
公
共
職
業

能
力
開
発
施
設
に
準
ず
る
施
設
に
お
い
て
教
育
訓
練
等
を
受
け
る
者
（
前

号
に
掲
げ
る
者
を
除
く
。
） 

対
象
者
一
人
に
つ
き
月
額
三
万
九
千
円
（



 

  

額
三
万
九
千
円
（
た
だ
し
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
在
学
す
る

者
に
あ
つ
て
は
、
一
人
に
つ
き
月
額
三
万
円
） 

３ 

（
略
） 

た
だ
し
、
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
う
課
程
に
在
学
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、

一
人
に
つ
き
月
額
三
万
円
） 

３ 

（
略
） 

 
第
四
十
六
条
の
二
十 

（
略
） 

２
～
６ 
（
略
） 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
複
数
事
業

労
働
者
に
関
し
支
給
す
る
葬
祭
料
、
複
数
事
業
労
働
者
葬
祭
給
付
又
は
葬
祭

給
付
の
額
に
係
る
第
十
七
条
（
第
十
八
条
の
三
の
十
三
及
び
第
十
八
条
の
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

十
七
条
中
「
三
十
三
万
円
に
給
付
基
礎
日
額
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
三
万
円

に
給
付
基
礎
日
額
（
第
九
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
給
付
基
礎

日
額
（
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
で
な
い
事
業
に

係
る
給
付
基
礎
日
額
に
限
る
。
）
及
び
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
の
給
付

基
礎
日
額
（
二
以
上
の
事
業
に
お
い
て
法
第
三
十
三
条
に
掲
げ
る
者
で
あ
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
事
業
に
お
け
る
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一
項
に
掲
げ

る
給
付
基
礎
日
額
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
）
の
合
算
額
）
」
と
、
「
法
第

八
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
十
第
五
項
」
と
、
「
六
十
日

分
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
日
分
）
と
し
、
法
第
八
条
の
五
の
規
定

の
例
に
よ
る
」
と
す
る
。 

８
～
10 

（
略
） 

 

第
四
十
六
条
の
二
十 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

７ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
複
数
事
業

労
働
者
に
関
し
支
給
す
る
葬
祭
料
、
複
数
事
業
労
働
者
葬
祭
給
付
又
は
葬
祭

給
付
の
額
に
係
る
第
十
七
条
（
第
十
八
条
の
三
の
十
三
及
び
第
十
八
条
の
十

一
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第

十
七
条
中
「
三
十
一
万
五
千
円
に
給
付
基
礎
日
額
」
と
あ
る
の
は
「
三
十
一

万
五
千
円
に
給
付
基
礎
日
額
（
第
九
条
の
二
の
二
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

給
付
基
礎
日
額
（
法
第
三
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
で
な

い
事
業
に
係
る
給
付
基
礎
日
額
に
限
る
。
）
及
び
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一

項
の
給
付
基
礎
日
額
（
二
以
上
の
事
業
に
お
い
て
法
第
三
十
三
条
に
掲
げ
る

者
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
各
事
業
に
お
け
る
第
四
十
六
条
の
二
十
第
一

項
に
掲
げ
る
給
付
基
礎
日
額
に
相
当
す
る
額
の
合
算
額
）
の
合
算
額
）
」
と

、
「
法
第
八
条
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
の
二
十
第
五
項
」
と
、

「
六
十
日
分
）
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
六
十
日
分
）
と
し
、
法
第
八
条
の

五
の
規
定
の
例
に
よ
る
」
と
す
る
。 

８
～
10 

（
略
） 

 

別
表
第
二 

傷
病
等
級
表
（
第
十
八
条
、
第
三
十
六
条
関
係
） 

傷
病
等
級 

給
付
の
内
容 

障
害
の
状
態 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
級 

同
二
七
七
日

分 

一
～
三 

（
略
） 

四 

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た

も
の 

五
・
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

 

別
表
第
二 

傷
病
等
級
表
（
第
十
八
条
、
第
三
十
六
条
関
係
） 

傷
病
等
級 

給
付
の
内
容 

障
害
の
状
態 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
級 

同
二
七
七
日

分 

一
～
三 

（
略
） 

四 

両
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た

も
の 

五
・
六 

（
略
） 

（
略
） 
（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 



 

（
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
八
年
労
働
省
令
第
六
号
）
附
則
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
令
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭

素
中
毒
症
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
労
働
省
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 



 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

（
介
護
料
） 

（
介
護
料
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
介
護
料
の
金
額
は
、
介
護
の
程
度
に
応
じ
、
一
月
に
つ
き
九
万

七
百
九
十
円
、
六
万
八
千
九
十
円
又
は
四
万
五
千
四
百
円
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
介
護
料
の
金
額
は
、
介
護
の
程
度
に
応
じ
、
一
月
に
つ
き
八
万

五
千
四
百
九
十
円
、
六
万
四
千
九
十
円
又
は
四
万
二
千
七
百
円
と
す
る
。 

４ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

  



 

 

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
） 

 

身
体
障
害
等
級
表 

等
級 

身
体
障
害 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
級 

（
労
働
基
準
法

第
十
二
条
の
平

均
賃
金
の
一
一

九
〇
日
分
） 

一
～
二
の
三 

（
略
） 

三 

両
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の 

四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
五
級 

（
労
働
基
準
法

第
十
二
条
の
平

均
賃
金
の
七
九

〇
日
分
） 

一
～
一
の
三 
（
略
） 

二 

一
上
肢
を
手
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の 

三
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 

別
表
第
二
（
第
四
十
条
関
係
） 

 

身
体
障
害
等
級
表 

等
級 

身
体
障
害 

（
略
） 

（
略
） 

第
二
級 

（
労
働
基
準
法

第
十
二
条
の
平

均
賃
金
の
一
一

九
〇
日
分
） 

一
～
二
の
三 

（
略
） 

三 

両
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の 

四 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

第
五
級 

（
労
働
基
準
法

第
十
二
条
の
平

均
賃
金
の
七
九

〇
日
分
） 

一
～
一
の
三 

（
略
） 

二 

一
上
肢
を
腕
関
節
以
上
で
失
つ
た
も
の 

三
～
六 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

備
考 

（
略
） 



 

 

 
 
 

附 

則 

 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
の
生
じ
た
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
葬
祭
料
、
複
数

事
業
労
働
者
葬
祭
給
付
及
び
葬
祭
給
付
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
三
条 

令
和
八
年
三
月
以
前
の
月
に
係
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
補
償
給
付
、
複
数
事
業
労
働
者
介

護
給
付
及
び
介
護
給
付
の
額
並
び
に
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
法
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
炭
鉱
災
害
に
よ
る
一
酸
化
炭
素
中
毒
症

に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
介
護
料
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
四
条 

令
和
八
年
三
月
以
前
の
月
に
係
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
労
災
就
学
援
護
費
の
額
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 


